
DSP 株式会社 行動計画 

 

社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分に発揮でき

るようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

1.計画期間： 2022 年 10 月 1 日 ～ 2025 年 9 月 30 日 

 

2.目標と取組内容および実施時期 

① 男性社員の育児休業取得率を 50％以上、女性社員の育児休業取得率を 80％以上にする 

<取組内容> 

・2022 年 10 月～ 直近 3 年間の育児休業取得率を集計 

・2023 年 1 月～ 各配属先での休業者の業務カバー体制を検討・作成(代替人員の確保の

ための計画案、業務の標準化、引継ぎフローの作成など) 

・2023 年 4 月～ 社内外向けの福利厚生に関するデータの公表 

 

 

② 従業員向けの育児休業等取得に関するパンフレットの作成を行う 

<取組内容> 

・2022 年 10 月～ 推進体制の設立(問い合わせ窓口設置、申請手順の確立など)  

・2023 年 1 月～ 管理職への研修 

・2023 年 4 月～ クラウドサービスを使用して社員へ公開および周知 

 

 

③ 育児休業後における原職または原職相当職への復帰を行いやすい制度の整備を行う 

<取組内容> 

・2022 年 12 月～ 直近 2 年度分の育休取得者とその復職後の勤続年数を集計 

・2023 年 4 月～ 2022 年度データの集計 

・2023 年 5 月～ 現職復帰前、および復帰後のフォローアップ制度の見直し・調整 

・2023 年 10 月～ 制度の運用開始 

・2024 年 4 月～ 制度利用者へのアンケート等をもとに制度の見直しを行う体制を整備 

 

 


